
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 令和７年度西クリーンセンタークレーン点検整備 

 契 約 業 者 名 JFEプラントエンジ株式会社 

 随意契約の理由 

 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 
      

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

西クリーンセンターのクレーン設備は焼却炉の重要な設備であり、プラントの仕様を詳細

に把握し、焼却業務に支障のないように施工する必要がある。 
当該設備は、上記業者が設計、製作、据付等を行ったもので、設備の構造を熟知している

上記業者でなければ、設計図書等に基づく検査・整備や自動運転等に関するプログラムのチ

ェック及びクレーン部品の製作・手配などクレーンの安全な運転に必要な業務をすることが

できない。 
以上の理由から、上記業者と随意契約を行うものである。 

 

 

担当部署 

（問合せ先） 

環境局西クリーンセンター 

（電話番号０７８－９７４－２００５） 

 

 


